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我が国企業による 

国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関する研究会（第3回） 

 

日時：平成31年3月12日（火曜日） 13時30分～15時00分 

場所：経済産業省別館3階312会議室 

 

議題 

1. 海外動向調査結果（欧州･米国出張報告）について 

2. ガイダンス案について 

 

発言録 

○事務局  それでは、定刻になりましたので、第３回我が国企業による国際的イニシア

ティブへの対応に関する研究会を開催いたします。 

 私は、経済産業省環境経済室の亀井と申します。 

 委員及びオブザーバーの皆様におかれましては、年度末にかかるご多忙のところ、ご出

席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日の第３回研究会では、本事業の受託事業者であるみずほ情報総研より、欧州、米国

での再エネ調達動向等について調査いただいた結果報告をしていただくとともに、今まで

ご議論いただきましたものを踏まえまして作成したガイダンス案につきまして議論を行っ

ていただきたいと考えております。 

 早速ではございますが、座長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

○山地座長  今まで２回にわたって研究会を開いてきて、今日は３回目で、最初のとき

から申し上げているように、３回でガイダンスをまとめましょうということで、今日メイ

ンの議題として資料３でガイダンス案が出ていますから、そこを中心にと考えております。

短期間でしたけれども、集中的に作業していただいておりまして、ありがとうございます。 

 挨拶といってもこれぐらいにしまして、早速議事に入っていきたいと思います。 

 まずは事務局からお願いいたします。 

○事務局  ありがとうございました。早速ではございますが、まず事務局から事務的な

説明をさせていただきます。 

 本日の議事は公開とさせていただきます。議事要旨は事務局にて作成し、公表させてい
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ただきます。 

 また、経済産業省では、ペーパーレス化を推進しておりますので、本ワーキングもペー

パーレスで実施させていただきます。マニュアルを置かせていただきましたが、ご不明な

点がございましたら挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 では、以降の進行を山地座長にお願いしたいと思います。 

○山地座長  早速議事に入りたいと思います。 

 先ほど話もありましたけれども、ガイダンスの議論をする前に、みずほ情報総研さんに

海外動向調査ということで欧州とアメリカに出張していただいておりますので、その調査

結果について、資料２の説明をまずお願いいたします。 

○事務局  それでは、みずほ情報総研の中村より、海外動向調査の結果について、ご報

告申し上げます。 

 お手元のタブレットで資料２と書かれているものを開いていただけますでしょうか。

「海外動向調査結果（欧州・米国）出張報告について」という資料があるかと思います。

まず前半、私から欧州の出張報告をいたします。その後、後半では、米国の出張について

高浜よりご報告を申し上げます。また、欧州と米国の出張においては、複数の機関に訪問

して意見交換をしているのですけれども、その中でも特に本研究会の議論で大事と思われ

るものを今回抜粋してご報告申し上げます。 

 では、１スライド進んでいただきまして、右下の１スライド目、それから２スライド目

というところを中心にお話ししていきます。 

 まずオランダに行ってまいりまして、ＲＥＣＳ InternationalというＮＰＯ法人さんの

ところへ意見交換に行ってまいりました。こちらは、ヨーロッパの電力のトラッキングシ

ステムの標準化に取り組んでいるＮＰＯでございます。このＮＰＯの代表を務めている方

に意見交換をさせていただきました。彼はＲＥ100のテクニカル・アドバイザリー・グル

ープというボードメンバーも務めている方でございます。その方に、日本における再エネ

の調達の仕方ですとか、ＲＥ100における再エネ調達の考え方について意見交換をいたし

ました。ここでは大きく２つの項目をご報告いたします。 

 まず、ＲＥ100における再エネ調達の考え方として、ＲＥ100のレポート等をみていると、

Additionalityという言葉がよく出てまいります。これは新しい再エネの電源であること

といった概念なのですけれども、このAdditionalityについてどうお考えですかというこ

とをご質問いたしました。 



- 3 - 

 ＲＥ100としては、あくまで再エネ電力の100％の実現を目指す取り組みであるので、た

とえそこで調達した電力が新規の再エネ電源から調達したものでなかったとしても、問題

はないということでございます。つまり、Additionalityの有無は必ずしも問わないとい

うことでした。ですし、将来的にこのAdditionalityがＲＥ100の調達の要件になることも

ないだろうというお話でございます。 

 仮にAdditionalityがない再エネ電力を企業が調達していた場合だとしても、それによ

って世の中全体として再エネ電源の導入・開発が促進されれば、それはそれでＲＥ100の

理念には合致するという考えでございました。 

 それから、ＲＥ100の要件等を確認していると、よく第三者検証というような言葉も出

てまいりますので、その考え方についても少し確認してみました。証書の二重主張の防止

のためには、Ｉ－ＲＥＣのような機関を用いるのが最も望ましいけれども、あるいは毎年

契約内容等に関して第三者の監査を入れて、その結果を国等に報告するというのも１つの

方法としては考えられるでしょうという意見でございました。具体的な監査の内容として

は、例えば発電事業者がどれだけ発電して誰に売電したのか、小売電気事業者がどこから

調達して誰に販売したか、そういったことを確認するとよいでしょうというお話でござい

ました。 

 ここまでがＲＥ100における再エネ調達の考え方でございます。 

 ２つ目の、日本における再エネ調達については、１枚スライドをめくっていただくと、

参考として、第１回の研究会でご提示した日本における再エネ調達の仕方の７つの図を載

せております。ＲＥＣＳ Internationalとの意見交換の際には、この図を英語に訳したも

のをもっていって、それぞれの手法について意見交換を実施いたしました。 

 戻っていただいて、１スライド目の表でございます。７つの調達方法のうち、自営線で

接続されているＡ、Ｂ、Ｃという調達手法については、トラッキングシステムや証書とい

った仕組みは不要であるということでございます。 

 それから、非ＦＩＴの再エネ電力を取り扱うＤという手法については、あくまで現時点

ではありますが、現時点ではトラッキングシステムが導入されていないため、契約ベース

での属性の担保や移転というやり方が望ましいでしょうと。そして、これは追加的なコメ

ントになりますが、将来的にはＦＩＴといった公的な支援がなくなって、民間主導で再エ

ネ電源をふやしていくことが中心になると考えられます。そのときには、Ｄのようなスキ

ームをどうするかが最も重要になるでしょうというコメントを頂戴いたしました。 
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 以上がＲＥＣＳ Internationalとの意見交換でございます。 

○事務局  続いて、米国出張の報告をさせていただきます。スライドの３枚目をごらん

ください。 

 まず、米国のCenter for Resource Solutionsと意見交換をしてまいりました。この団

体は、米国内での再エネに関する民間の認証制度、Green-eを運営している団体でござい

ます。主にGreen-eの認証には３種類ございまして、Green-eエナジー、Green-eクライメ

イト、Green-eマーケットプレイスがございますが、今回はGreen-eエナジーに関してお伺

いしてきております。 

 まず表の１行目、Green-e認証の動向でございますが、ここ最近、５年くらいでさまざ

まな動向の変化がございまして、Green-eの認証は急激に増加しているとのお話でした。2

012年には2000万ＭＷｈ程度だったのが、2017年には7000ＭＷｈまで増大しているとのこ

とです。 

 さらに、米国全体で取引されている義務的市場ではないボランタリーな市場での再エネ

証書の96％にはGreen-eの認証がついており、電力と付随した証書でも60％は認証つきと

いうくらいまでGreen-eが広がっているとのことです。 

 こういったものを活用する需要家の考えが下の行でございまして、需要家側の視点とし

ては、Green-e認証を受けた再エネを利用していると主張することで、評判のリスク回避

や意識の高い顧客の獲得といった効果につながっているとのことです。このGreen-e認証

は、さまざまな情報が開示されておりますので、需要家がそれぞれ調達ポリシーなどを設

けている場合は、そのポリシーに合わせて、欲しい再エネを調達するような仕組みになっ

ているとのことです。 

 続いて、スライド４枚目に移りまして、グルーバル企業にヒアリングしてまいりました。

この企業さんはＲＥ100やＳＢＴにも積極的に参加されている民間企業でございます。お

名前を非公開とすることでヒアリングを受けていただいております関係上、ここでは伏せ

させていただきます。 

 この企業さんが再エネを調達する際の基本方針は、同じグリッド上で新規の再エネ設備

から調達することでございます。優先順位を、１番が自家発、２番がＰＰＡ・ＶＰＰＡ、

３番が小売電気事業者の電力メニュー、４番が再エネ証書、このように設けているとのこ

とです。 

 この４番目の再エネ証書について、主に風力の証書を活用しているとのことですが、証



- 5 - 

書を調達する上での課題についてお伺いしたところ、特に課題はないとのお話でした。 

 最後、スライド５枚目が、米国の環境保護庁が再エネ調達に関するガイドを2004年に発

行しております。今回、この研究会でつくります需要家ガイダンスも、この構成などを参

考にさせていただいております。 

 米国環境保護庁が出しているガイドは、左下の表のような章構成でございます。例えば

４章にはグリーン・パワーの選択肢がございまして、米国内で調達可能な再エネのオプシ

ョンの分類などが書かれています。 

 左のオレンジの部分が、購入するオプションでございまして、右側のオレンジが、自家

発のオプションでございます。それぞれについて、証書を購入する場合であったり、小売

事業者から電力を調達する場合、あるいは自治体等がやっているCommunity Choice Aggre

gationから購入する場合であったり、直接、発電事業者から購入するような場合などに分

類されております。自家発の場合については、オンサイトとオフサイトに分類されており

ます。 

 また、６章をみますと、グリーン・パワーの契約といった章がありまして、再エネ調達

時の注意点として、再エネの権利関係をきちんと自分のところにもってくるように注意し

ましょうといったようなことが書かれております。 

 こういった構成などを参考にして、今回の需要家ガイダンスを作成しております。 

 報告は以上でございます。 

○山地座長  どうもありがとうございました。それでは、今の説明につきましてご質問

等ございましたらお願いいたします。では、工藤委員、まずお願いします。 

○工藤委員  どうもありがとうございます。多分、紙幅の関係で簡略化された整理にな

っているものですから、逆にちょっとわかりづらいところが何点かあったので、確認だけ

させてください。 

 １つ目は、１ページ目の資料なのですけれども、上のほう中段に、「Ｉ－ＲＥＣのよう

な機関を用いるのが望ましい」という表現が書いてあるのですが、ここでいっているのは、

機関が望ましいというイメージなのか、Ｉ－ＲＥＣがやっているようなトラッキングシス

テムを採用するのが望ましいのか、この辺の表現が多分短縮化されているのではないかな

と思ったので、その辺、確認です。 

 ２番目は、一番最初のパラで、「トラッキングシステムや再エネ電力証書等は不要であ

る」という不要という表現と、トラッキングシステムの考え方なのですが、恐らく、自営
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線でみずから使っていますよと宣言する際には、何かしらのモニタリング結果を補足して

公表しなければいけない。それをしてトラッキングシステムというかは別問題としても、

ただ単にトラッキングシステムは不要とやってしまうと、余りにも簡略化した表現になっ

てしまっていて、ちゃんと公表可能なエビデンスがベースにあるという認識でいいのかと

いうことだけ、ちょっと確認をさせてください。 

 それから、３ページ目のところの、これもあくまでも表現なのですが、Green-eのとこ

ろの最初の簡単な説明に、「質の高さを」と書いてあって、この質の高さというのが正直

いってよくわからなくて、再エネ調達において質の高さというのは、再エネの中に質の高

いものがあるというような意味なのか、すなわち、先ほどヨーロッパで指摘されていたよ

うなAdditionalityのようなもので、比較的クオリティーというものに差をつけていると

いう意味なのか、データ情報の信頼性みたいなことでの質という意味なのか、この辺ちょ

っと確認をさせてください。 

 最後は、これも表現なのですけれども、「評判等のリスク回避」というのは何なのだろ

うと思いまして、これは逆にいうと、風評的なものを避けるという意味なのでしょうか。

評判等のリスク回避ということについて、どういうことなのか、ちょっと教えていただけ

ればと思いました。 

 以上です。 

○山地座長  ありがとうございました。具体的な質問でございます。お答えいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○事務局  ご質問ありがとうございます。まず、１ページ目の最初の２つの質問につき

まして、Ｉ－ＲＥＣのような機関というのは、済みません、書き方がふさわしくなくて、

Ｉ－ＲＥＣのような機関が運営している仕組みというのが正しい表現かと思います。Ｉ－

ＲＥＣのような仕組みを用いるのが望ましいという意味でございます。 

 ２つ目の、自営線の場合、トラッキングシステム不要というのも、確かにちょっと語弊

があったかもしれません。失礼いたしました。あくまで前提としては、何らか計量器を用

いて、その発電量をしっかりと自分たちが使っているということがモニタリングできてい

るという前提だというお話でございます。 

○事務局  スライド３枚目のご質問に関して、まず質の高さの部分なのですが、これは

工藤さんが言及されたようなAdditionalityなどをみていますので、そういったところで

普通の再エネよりも何かしらの要件を課しているといったところで、質の高さと書かせて
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いただきました。 

 また、評判等のリスク回避についても、工藤さんのおっしゃったとおり、風評被害など

を避けるといった意味で書いております。 

○山地座長  よろしいですか。確かに質の高さというのが、もう一つ何かなという感じ

がしますけれどもね。藤野委員、お願いします。 

○藤野委員  ありがとうございます。スライド５に、アメリカでの再エネオプションの

分類という図があって、これは縦に書いてあって、スライド２は、今回の資料３、図４－

１で、ガイダンスで考えている整理を示しているのですが、このアメリカの例は日本の例

とそれぞれどれぐらい合うのか合わないのとか、ちょっと解説していただけると、海外調

査の意味も深まるかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

○山地座長  いかがでしょうか。スライド５のオプションの分類という図との関係です

ね。 

○事務局  まず、この研究会でつくっている需要家ガイダンスは、日本の法制度下をも

とに現状を整理したものでして、米国の再エネ調達の手法をみながらつくったものとは異

なっているのですが、結果的に、藤野さんおっしゃるとおり、再エネ調達方法はある程度

国によっても分類方法とかは似ていますので、似ているところもあります。 

 済みません、お手元のiPadですとスライド２と５を行ったり来たりするのがなかなか難

しいかもしれないのですが、スライド５をごらんいただきまして、まず、米国内の調達オ

プションの一番左にございますUnbundled REC Product、これは証書でございまして、ス

ライド２でいうところのＥですとかＧと同じようなものでございます。需要家が証書を使

う場合でございます。 

 またスライド５に行っていただきまして、Utility & Retail Provider Options、これ

は電力小売を介して調達する場合でございますので、スライド２ではＤとＦです。 

 またスライド５に戻っていただきまして、Community Choice Aggregation、これは自治

体が需要量などを調査して、それに基づいて電力を需要家さんにお渡しするような仕組み

でございますが、日本では小売経由でしか電力は販売できないので、日本には該当するも

のはないです。 

 またスライド５に戻っていただきまして、Direct Purchase Options、これはいわゆる

ＰＰＡと呼ばれているものでございますが、日本の場合、小売を介さないといけないので、

これについても日本では該当するものはないです。 
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 スライド５のSelf-Generationのオンサイトについては、スライド２のＡとＣでござい

ます。Self-Generationのオフサイトについては、スライド２のＢでございます。 

○山地座長  よろしいでしょうか。制度的に日本で使えないものもあるので、ちょっと

ずれがあると。あとは、分類の仕方が少し違っていたりすると。 

 ほかにはいかがでございましょう。よろしいですか。 

 では、これは確認したということで、この議題については以上にしたいと思います。 

 次の議題がメインですけれども、議事次第の２、いわゆるガイダンスの案が出ておりま

す。資料３のご説明をお願いいたします。 

○事務局  ありがとうございます。では、資料３をごらんください。ガイダンスの案と

してつけさせていただいております。 

 まずタイトルですけれども、「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイ

ダンス」と一旦させていただきました。ただ、これでは余りにも漠としているところがご

ざいましたので、副題として「日本企業によるスコープ２ガイダンスへの対応」とさせて

いただいておりますが、こちらについてもご意見等を頂戴できればと思っております。 

 おめくりいただきまして、目次をごらんください。全体を６章で構成しておりまして、

まず、「はじめに」ということで、背景、目的等を書いた上で、２章のところで、今回メ

インになりますＧＨＧプロトコルのスコープ２ガイダンスのポイントを書かせていただい

ております。 

 そして、それを受ける形で、３章のところで、スコープ２ガイダンスに対応した温室効

果ガス排出量の算定の仕方を具体的に書いております。 

 そして、４章で、再生可能エネルギー（電気）の調達と価値の主張についてまとめてい

ます。 

 ５章につきましては、再エネの証書を創出・移転したときの注意点ということを、３章

と４章を受ける形でつけさせていただいた上で、６章で「おわりに」ということでまとめ

ております。 

 以下、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ＥとAppendixをつけておりますが、Ｄのところで、小売電気事

業者に排出係数を照会するときのポイントといたしまして、今回は需要家向けのガイダン

スですので、メインのところではこういうものは書かずに、参考という形で排出係数の策

定の算定の仕方をＤのほうに回しているという全体構成になってございます。 

 次、おめくりいただきまして、「はじめに」のところでございます。まずガイダンス策
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定の背景といたしまして、ＣＤＰとかＲＥ100という国際的なイニシアティブを紹介した

上で、日本ではＳＨＫ、温対法に基づく算定・報告・公表制度があるということを説明し

て、その両者は制度の目的が違うということで、排出量の算定の方法が違うということを

書いた上で、ただ、両者に対応している企業からは、算定方法の違いがわかりにくいとい

う声が聞かれるということを書かせていただいております。 

 そして、その下に、再エネの話といたしまして、ＲＥ100とかを対象としたときに、日

本である再エネ証書等は何が使えるのかがよくわからないということに特徴的にみられま

すが、こういった再エネの注目度が高まっているにもかかわらず、日本の現行制度におい

て需要家が再エネを調達して、主張する方法がわからないという声があるということを背

景で書かせていただいております。 

 その上で、１．２策定の目的ですけれども、２行目の後ろ以降、我が国の現行制度のも

とで国際的なイニシアティブが算定方法として推奨しているＧＨＧプロトコルに適合した

ＧＨＧの算定や再生可能エネルギーとしての価値の主張の仕方をまとめるガイダンスをつ

くるということを目的とさせていただいております。 

 おめくりいただきまして、４ページ、１．３のところで想定する利用者といたしまして、

メインは国際的イニシアティブに参加している、しようとしている企業でありますが、あ

わせて取引先と協力して再エネ導入を進めるような中小企業も想定して、ポイントを絞っ

た上で、基本的な内容から記載することに留意して、ガイダンス案をつくってございます。 

 １．４は、先ほど説明したとおりでございます。 

 次、５ページに移らせていただきます。ＧＨＧプロトコルのスコープ２ガイダンスとい

うことで、まず、ＧＨＧプロトコルというのを２．１で説明して、６ページに移らせてい

ただきますが、ＧＨＧプロトコルではスコープ１、２、３というものがありますが、これ

がわかりにくいというところもございますので、参考という形でこれを書かせていただい

た上で、一番下のパラグラフ、そのスコープ１、２に関するコーポレート基準の補完文書

として2015年１月にスコープ２ガイダンスが発行されたということを書いております。 

 次、７ページに移らせていただきます。２．２算定と報告に関する主な内容といたしま

して、まず（１）報告に関する主な要求事項ということで、ポイントとなる部分を２つ挙

げさせてもらっています。 

 まず、スコープ２ガイダンスに基づく排出量を算定する場合には、場所に基づくロケー

ション基準と、自らの契約に基づくマーケット基準の２種類で報告しなければならないと
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いう二元報告というのを書かせていただいた上で、なお、ＧＨＧ排出量の目標設定や目標

達成の主張の際にはどちらの手法を使用するかを明示しなければいけないという、shall

のところを書いております。 

 ２つ目といたしまして、排出量報告の際には、電力の使用量もあわせて開示することが

望ましいということで、shouldのところを書かせていただいてございます。 

 その詳細な説明を下のほうに書いております。ロケーション基準、マーケット基準、そ

れぞれについて図を交えて説明しているという構成になっております。 

 おめくりいただいて、８ページになります。そのロケーション基準とマーケット基準そ

れぞれにおきまして、ＧＨＧプロトコルでは排出係数の優先順位という形で、どちらのほ

うの優先度を高く置くかという順番をつけております。そちらはスコープ２ガイダンスの

テーブル６．２、６．３からそれぞれ抜粋した上で、わかりやすいように吹き出しという

形で簡単に優先順位を記載しているところでございます。 

 おめくりいただいて、９ページになります。こちらは、スコープ２ガイダンスで規定し

ている証書の主な要求事項ということで、上にあります、表２－３に示すようなスコープ

２品質基準を満たしていなければならないということを書いております。その上で、テー

ブル７．１になるのですけれども、スコープ２品質基準というのを、原文は英語ですけれ

ども、できるだけわかりやすいように日本語で書かせていただいているところでございま

す。 

 例えば①でいうと、発電単位量あたりのＧＨＧ排出係数を提供することであるとか、②

であれば、ＧＨＧ排出係数を提供する、唯一の証書でなければならない。③でいうと、需

要家等によって追跡、無効化・償却ができなければならない。④でいうと、契約が適用さ

れた電気の消費期間となるべく近い時期に発行、無効化・償却されなければならない、み

たいなことをこちらで書かせていただいております。 

 おめくりいただいて、10ページになります。こちらは再エネ証書のゼロエミ化効果とい

うことで、スコープ２ガイダンスの内容を書いております。上の要求事項ですけれども、

再エネ証書が相殺できる温室効果ガス排出量（以下、「ゼロエミ化効果」）と書いており

ますが、これは１ｋＷｈ、１ＭＷｈあたりの温室効果ガス排出量をゼロとすることができ

るという考え方で扱わなければならないと。これだけみるとわかりくにいということで、

下に例示をつけております。 

 すなわち、再エネ証書が相殺できるＧＨＧ排出量の考え方には２通りあるということで、
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考え方①、ＧＨＧ排出量で調整するやり方。考え方②といたしまして、単位電力量あたり

のＧＨＧ排出量という考え方でやるやり方の２つがあるということを示した上で、スコー

プ２ガイダンスでは考え方②に基づいていますということを、下のほうに例をつけて書か

せていただいております。こちらも第１回の研究会で紹介した内容かと考えております。 

 以上がスコープ２ガイダンスの純粋な説明でございますが、それを受けて、日本の現行

制度のもとではどうなるかということを、以降に書かせていただいております。 

 ３章が、ＧＨＧ排出量の算定ということでございます。順番にご説明しますと、まず、

３．１データ収集の準備ということで、電気の使用量とそれに適用する排出係数の関係を

表３－１にまとめております。電気の使用量を算定した期間と、排出係数を算定する期間

が同じであるというのが理想ではあるのですが、なかなかそうとはならないケースもある

ということで、それぞれ同じであることが望ましいが、電気の使用量と同じ時期の排出係

数の入手が困難な場合は、前年度の排出係数を用いても構わないということを書いており

ます。ちなみに、注釈でｄと書いてありますが、ＣＤＰの気候変動の質問書でもこのよう

なものが許容されているということを注釈でつけているところでございます。 

 表３－１は、ちょっと細かいので割愛させていただきます。ちなみに、表３－１の一番

下、参考として、ＳＨＫの排出係数の場合には、基本的には１年、期ずれが起きていると

いうことを書かせていただいております。 

 おめくりいただきまして、12ページになります。こちらがロケーション基準手法に基づ

く算定ということで、日本では温対法において全国平均の排出係数が公表されております。

これは、先ほどご説明しました表２－１でロケーション基準に優先順位がついております

が、この最も高い排出係数として位置づけられると考えておりますので、この場合におき

ましては、原則として自社が系統から調達した全ての電気にはこの全国平均排出係数を適

用することで排出量を算定するということをまず書いております。その上で、参考といた

しまして、各年度の排出係数を書いているところでございます。 

 その下に、ロケーション基準対応の排出量の計算例を以下に示すということで、これも

第１回研究会でご説明したかと思いますけれども、基本的には同じ排出係数を使いますの

で、かなりシンプルな計算方法になるということの例を書いております。 

 一番下に書いておりますが、原則といたしましては、温対法の全国平均係数を使用する

のですが、グローバルにご活躍の企業様等におきましては、同一のデータベースの排出係

数を使いたいというニーズ等もあるかと思いますので、スコープ２ガイダンスの先ほどの
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表２－１の例にございましたように、ＩＥＡのデータベースとかを使ってもいいというこ

とを書いているところでございます。 

 次に、おめくりいただきまして13ページになります。こちらがマーケット基準手法に基

づく算定ということで、需要家みずからが実際に購入している電気の排出係数を用いて排

出量を算定するやり方を書いております。 

 まず（１）として、国内の証書等とスコープ２ガイダンスの対応関係ということで、現

時点では、この証書等に当たるものは、再エネ由来のＪ－クレジット、グリーン電力証書、

ＣＯ２でいうとグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量になりますが、それと非化石証書、

現時点ではＦＩＴ対象分のみになりますが、この３つをこのガイダンスでは証書等として

扱うことにいたしました。 

 なお、これらの証書等は、先ほど表２－３でスコープ２ガイダンスの品質基準をご説明

しましたが、これに対応していると確認しております。 

 この上で、一番下のパラグラフになりますが、Ｊ－クレジットとグリーン電力証書には

有効期限がございませんので、長期にわたり保存することができるという特徴があります。

ただ、先ほどの品質基準の④のところに当たるのですが、発行した時期と使う時期はでき

るだけ近いようにすべきというのがございましたので、ここでも、証書等の発行時期と使

用時期がなるべく近くなるように留意する必要があるという記述を入れております。 

 その次、（２）他者から調達した電気の排出係数の特定ということになります。こちら

はスコープ２基準に基づく排出係数と温対法の電気の事業者別排出係数は異なるというこ

とがございますので、需要家におきましては、マーケット基準対応の排出係数を小売電気

事業者等に問い合わせる必要があるということを書いております。需要家の方とかは、ど

こかの機関がこういった係数をとりまとめてくれたらありがたいという声もございました

が、あくまで民間のイニシアティブということで、一旦はこういう整理にさせていただい

ております。 

 おめくりいただきまして、14ページになります。こちらは需要家の方が知る必要はない

かもしれませんが、念のため、スコープ２ガイダンスと温対法における電気の排出係数の

考え方の主な違いを書いているということでございます。すなわち、スコープ２ガイダン

スでは、オフセット・クレジットによる調整は不可であるのに対して、ＳＨＫでは可であ

るとか、証書による排出量の調整のやり方についても、スコープ２ガイダンスは電力単位

でやるに対して、ＳＨＫはＣＯ２単位でやるとか、そういうことを書かせていただいてい
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るところでございます。 

 あと、真ん中のパラグラフになりますが、ＧＨＧプロトコルのコーポレート基準におき

ましては、送電端の排出係数を使用する必要があると記載されておりますが、その後にス

コープ３の基準が発行されまして、使用端を使用するケースというのも想定されていると

認識しております。日本では使用端のほうがなじみが深いかと思いますが、送電端、使用

端とも算定に使用することができるという整理にしております。 

 次、一番下のところに補足として書いております。マーケット基準対応の排出係数を入

手できない場合ということで、ＣＤＰさんにおかれましては、マーケット基準対応の排出

係数が入手できない場合は、暫定措置として、ＳＨＫの排出係数を利用することができる

としているということで、これは個別のイニシアティブになりますので、わかりやすいよ

うに補足という形で括弧囲いで書かせていただいております。 

 次に、（３）に移ります。こちらは、需要家が調達した証書等による温室効果ガス排出

量の調整といたしまして、他者から調達した電気の排出係数を特定した後、（２）の後に

は、需要家がみずから調達した証書等により、温室効果ガス排出量を調整するということ

を書いております。 

 考え方におきましては、先ほどと一緒でございますが、一応表３－４ということで、需

要家におけるマーケット基準対応のポイントとして書いております。これは１から３まで

文章で書きましたが、ちょっとわかりにくいということで、（４）に、それを実際にやっ

てみたらどうだという計算例を書いているところでございます。 

 まずＳＴＥＰ１といたしまして、マーケット基準対応の排出係数を用いて、排出量を算

定ということで、自分たちが複数の電力事業者から調達している場合は、それぞれのマー

ケット基準対応の排出係数を入手するということを書いております。 

 おめくりいただきまして、16ページ、ＳＴＥＰ２ということで、実際、自分たちが排出

量の調整に使用する証書等を決定するというところで、日本で対象としております３つの

証書等におきましても、使えるものと使えないものがあるということで、真ん中以降にな

りますが、例えばグリーン電力証書300ＭＷｈ分とか、３つほど例を挙げておりますが、

このケースでは使える、使えないということをマル、バツでわかりやすく書かせていただ

いているところでございます。 

 次、おめくりいただきまして、17ページ、ＳＴＥＰ３のところですけれども、証書等を

使うときの排出量の算定ということで、実際、これらの証書は、どれかの電気に当てなけ
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ればいけないというのがスコープ２ガイダンス、マーケット基準の考え方になりますので、

まず、複数の電力需要者から買っている場合は、どの電気に対して証書等を使用するかと

いうのを決める必要があるということを書いております。その上で、具体的な例として、

こちらの下のほうの図になっておりますが、400ＭＷｈ等の証書等を使っている場合、ど

れに当てるか。この場合でいうと、一番下のＺＺパワーというところに300ＭＷｈ当てて、

下から２つ目のＹＹ電力のところに100ＭＷｈつけるという例を書いておりますが、これ

で計算すると合計として61ｔ-ＣＯ２になるということを事例として書いているところで

ございます。 

 次に、おめくりいただきまして、18ページになりますが、今回はスコープ２ガイダンス

に基づいた算定方法の記載ということではありますが、ＳＨＫだったらどうだということ

をコラムみたいな形で参考として記載しているところでございます。 

 次に、おめくりいただきまして、19ページになります。今までは排出量の話でありまし

たが、こちらは再エネ電気の話になります。 

 まず４．１になりますが、国際的イニシアティブにおける日本の証書等の扱いというこ

とで、まずＣＤＰ、ＳＢＴ、ＲＥ100、それぞれスコープ２ガイダンス準拠というのを基

本としているわけでございますが、ＲＥ100には独自要件が追加されているということに

なっております。 

 この上で、各イニシアティブの事務局等に確認した結果、ＣＤＰとＳＢＴでは、再エネ

由来Ｊ－クレジット、グリーン電力証書、非化石証書のいずれも利用可能であること、ま

た、ＲＥ100では、それぞれ２つと非化石証書のうち政府によってトラッキングされた属

性が付与されている非化石証書が利用可能であるということを確認した上で、表４－２の

ような形でまとめているところでございます。これは前回、第１回の研究会と右下のとこ

ろが若干変わっておりますが、その後の調整の結果を経て、こういう記載にしているとこ

ろでございます。 

 次に、20ページに移ります。では、国内において再エネを調達するにはどういうやり方

があるのかということで、書かせていただいているものでございます。第１回の研究会で

は、たしか６個のオプションを書かせていただいたと思いますが、今回、Ｅが追加されて、

合計７つのオプションになっております。 

 すなわち考え方といたしましては、需要場所の内か外か、自社電源か他者電源か、また

再エネ証書等をどこにどう使うのかということで組み合わせて、こういったパターンがあ
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るのではないかということで書いているところでございます。これは、先ほどのみずほ様

の説明の中でも、自社電源か他者電源かとか、メーターの内か外かみたいな話がありまし

たが、基本的にはそういった分類を踏まえつつ、こういったものを書かせていただいてい

るところでございます。 

 このそれぞれについて説明したのが、21ページ以降になります。 

 まずＡのところは、一番わかりやすいかもしれませんが、需要家が需要場所内で再エネ

を自家発電して、自営線経由で自家消費するというパターンを書いているところでありま

す。このときにどういう主張ができるのかというのを、下の２つ目のパラグラフに書いて

ありますが、こういう場合はその分の再エネ電気の使用を主張することができるというよ

うに、それぞれにどういった主張ができるというのも書いているところでございます。 

 次にＢのパターンが、需要家が需要場所の外で再エネを自家発電して、自営線経由もし

くは系統経由、自己託送になりますが、で自家消費するパターンを書いております。この

場合も、再エネ電気の使用を主張することができるということを一番下に書いてございま

す。 

 次に22ページになります。こちらは、小売電気事業者等から、需要場所内で発電された

再エネ電気等を自営線経由で調達ということで、このパターンにおきましては、小売電気

事業者等に加えて、ＥＳＰ（Energy Service Provider）はどうかというご質問もありま

したので、その経由で買うことも含めて記載をしているところであります。こちらに関し

ても、再エネ電気の使用を主張することができるという形でまとめております。 

 その次はＤのパターンになります。小売電気事業者等から、非ＦＩＴの再エネ電気の系

統経由で調達したパターンになります。この場合、非ＦＩＴになりますから、大規模水力

とかも入るということになりますが、この場合におきましても、一番最後に、再エネ電気

の使用を主張することができるということを書いております。 

 次、23ページに移らせていただきます。こちらは、他者から非再エネの電気を調達し、

需要家が調達した証書等を使用ということで、これは需要場所内になりますが、先ほどの

ＥＳＰ等を想定して書いております。こういった他者が需要場所内で発電する非再エネ電

気に対して、需要家が証書等を買ってきて、みずから使うことによって、再エネ価値を主

張することができるというパターンを書いております。 

 次、Ｆに移らせていただきますが、小売電気事業者等から実質再エネの電気を調達とい

うことで、こちらは小売電気事業者が非再エネ電気と非化石証書を買ってきた場合、それ
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を小売電気事業者が使うことで、実質再エネということで電気を販売し、それを買った需

要家がそれを受けて、実質再エネ電気の使用を主張することができるというパターンにな

っております。こちらは電力の小売営業に関する指針というのがこのようになっています

ので、その記載に合わせる形を考えているところでございます。 

 24ページ、最後、Ｇになりますが、こちらは、小売電気事業者等から非再エネ電気を調

達し、需要家がみずから証書等、こちらは再エネＪ－クレであったり、グリーン電力証書、

こういったものを調達して、みずから使うというケースになります。この場合は、調達し

た電気の再エネ価値の主張を使用することができるというまとめ方にしているところでご

ざいます。 

 こういった調達の手法があるのではないかということで、それぞれ説明をつけ加えてい

るという形になっております。 

 次、25ページになります。再エネ証書の創出・移転における注意点ということで、自分

たちが再エネの証書をつくって、創出・移転した場合には、移転した元の人は、本来そう

いった環境価値を主張できないのではないかということで、当たり前のようにみえますけ

れども、そういったものはどこにも記載されていないということで、今回のガイダンスで

まとめたものでございます。 

 すなわち、（１）で再エネ由来Ｊ－クレジットもしくはグリーン電力証書を創出して、

他者に移転した場合ということで、移転した場合には、移転した元の人は、再エネ価値を

みずから調達して使っているということを訴求することはできず、他者に移転した際の二

重主張を防止すべきであるということを書いております。 

 排出量に関しましては、1)再エネ由来Ｊ－クレジットの場合といたしまして、みずから

証書をつくって移転した場合は、その分の排出量をオンセットしなければいけないという

ことで、２行目から書いていますが、二重主張の防止措置として、再エネ由来Ｊ－クレジ

ットの再エネ相当量に対して、残余ミックスの排出係数を乗算して算出された排出量をオ

ンセットするということを書いております。 

 2)グリーン電力証書の場合も、同様の記載をしているところであります。 

 ただ、残余ミックスの排出係数とは何だというところがございますので、参考のところ

で、日本における残余ミックス排出係数として、下から２行目ですけれども、資源エネル

ギー庁のホームページに、非化石証書等の使用によってゼロエミッション化された電気の

ゼロエミッション化前の排出係数、ちょっと長いですけれども、残余ミックス相当の排出
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係数を掲載することになりますので、そちらを一番下に書いているところでございます。 

 おめくりいただきまして、26ページは、ＳＨＫの話になりますが、ＳＨＫでも排出量に

関しましてはオンセットするということを書いていますので、そこを参考として書いてい

るということになります。 

 最後に、（２）として、再エネＪ－クレジットを他者から購入して、転売した場合とい

うことで書いておりますが、この場合は特に二重主張を防止する必要はないということを

書いているところでございます。 

 そして、２ページおめくりいただきまして、28ページになります。「おわりに」という

ことでまとめておりますが、あくまで、本ガイダンスは、発行時点の情報に基づいてまと

めたものであり、今後、政策が変わったり、再エネに関する動向が変化した場合には、適

宜見直しを行っていくということを書いているところでございます。 

 以降、Appendixになっております。 

 ご説明は以上です。 

○山地座長  どうもありがとうございました。今の事務局の説明を踏まえて、今から自

由討議ということにしたいと思います。ご発言の際にはネームプレートを立てていただけ

ますでしょうか。 

 では、まず、藤野委員から、その後、馬場委員といきたいと思います。藤野委員、どう

ぞ。 

○藤野委員  ありがとうございます。いきなりですけれども、まずタイトルにつきまし

てです。メインはこれかなと思うのですけれども、サブタイトルが「日本企業によるスコ

ープ２ガイダンスへの対応」ですよね。これは再生可能エネルギーに限った説明が多いの

で、やはり再生可能エネルギーと明記されたほうがいいのではないでしょうか。そして、

再生可能エネルギー活用に関するスコープ２ガイダンス的な意味ではないかなと思いまし

て、そういう補足をされたらいいと思います。そして、日本企業に限るのかというと、日

本国内の外国企業もある意味対象に入るのではないか、日本の中での活動に対するものだ

と思いますので、例えば日本における再生可能エネルギー活用に関するスコープ２ガイダ

ンスなどのタイトルの案もあるのではないかというのが１つ目です。 

 もう１つあったのですけれども、すみませんが、また後でコメントさせていただきます。 

○山地座長  今のは、副題のほうを、日本企業というよりも、日本におけるというよう

にして、再生可能エネルギーというのをどこかに入れたほうが良いということでしょうか。 
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○藤野委員  そうです。 

○山地座長  後で議論しましょう。では、馬場委員。あと、皆さん立っていますから、

工藤委員、吉高委員といきたいと思います。馬場委員、どうぞ。 

○馬場委員  ありがとうございます。３章以降の手順のご説明が難しくなるかなと思っ

ていたのですけれども、わかりやすくまとめていただいた努力が感じられる内容になって

いたなと思います。 

 私のほうから、１章と２章に関して気づいた点を少しお話ししたいなと思っております。 

 １章については、現行制度と国際的イニシアティブとの違いですとか、日本企業との関

係性がよくわかるように書いてくださっているのですけれども、細かいところで気づいた

ところがありまして、私の認識不足である可能性もありますので、取捨選択して聞いてい

ただければと思うのです。まず、１．１の１段落目で、ＧＨＧプロトコルの各種基準類の

名前を挙げていた後に、３段落目で、スコープ２ガイダンスを理解した上で対応している

企業は少ないというように言及していらっしゃいまして、なぜ急に、１段落から３段落目

までの間で、スコープ２ガイダンスのみに絞ったのか、その理由がちょっとわからないの

で、読み手によっては、ここはなぜなのだろうと感じるのではないかと思います。ですの

で、本当に１行、一言、端的で構いませんので、そういう説明があったほうがわかりやす

いのかなと思います。 

 また、４段落目の１文目で、証書の種類を挙げてくださっているのですけれども、その

証書がちゃんとわかっていらっしゃらない方もごらんになるのではないかと私は思ってお

ります。なので、この証書がどういう効用があるのかということを、本当に１行、２行で

いいので、端的に書いていただくのが、ワンクッション必要かなと思っております。例え

ば再エネの価値を主張できるとか、排出削減の効用があるとか、そういったことを一言い

っていただいたら、その続く、「日本でも」という文章がより理解できるかなと思います。 

 そして、５ページ目の２．なのですけれども、ここの文章で、１．１で記載したとおり、

ＧＨＧプロトコルが発行するスコープ２ガイダンスを推奨していると書いてあるのですけ

れども、１．１に推奨しているとは書いていないと思います。各種の基準は推奨している

とは書いてあるのですけれども、ですので、ここも整理していただければいいかなと思い

ます。 

 ちなみに、１．４にはそのように書いてありますが、１．４でも、なぜスコープ２ガイ

ダンスなのかということが一言あったほうがいいのかなと思っております。 
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 以上の３点は、13ページの３．３に書いてあるのですけれども、やはりガイダンスの利

用者は前から順番に読んでいくので、１章なのか２章なのかでそういった説明があったほ

うがわかりやすいのではないかなと思います。 

 ２章についてなのですけれども、ここから、特に９ページから、証書とスコープ２ガイ

ダンスとの関係の話になってくるのですけれども、証書とスコープ２ガイダンスとの関係

というものも一言どこかで書いていただけると、読み手がわかりやすいのではないかと思

います。なぜスコープ２ガイダンスの話で、突然、９ページから証書の話が始まるのかと

いったところも、ついていけない人もいらっしゃるのではないかなと私は感じた次第です。 

 あとは、用語の問題なのですけれども、非再エネ電気ですとか、非ＦＩＴ電気や、ＦＩ

Ｔ再エネといった言葉が３章以降に出てきます。これはAppendixに解説もなくて、多分、

わかりづらい言葉かなと私は思いますので、括弧書きでも構いませんので、ぜひこれも解

説があったほうがよいのではないかと思います。 

 もう１つ、１．４に本ガイダンスの構成があるのですけれども、以上のようなわかりづ

らい言葉もありますので、このガイダンスの構成の一番最後に、29ページ以降のAppendix

に用語や制度の解説があるので、必要に応じて参照してほしいといった言葉も必要かなと

思いました。 以上です。 

○山地座長  具体的にご指摘ありがとうございました。大体対応できるので、これもま

た後でまとめて事務局から対応してもらいます。では、工藤委員、お願いします。 

○工藤委員  どうもありがとうございました。ガイダンス最終案ということでしたので、

自分がわかっているつもりではなくて、利用者の目線でいろいろ聞いていて気がついたこ

とをちょっと幾つかお話ししたいと思います。 

 やはり馬場委員が今ご指摘になったように、これは読み手のいってみれば理解度の濃淡、

すなわち国内制度もそうですし、国際制度もそうなので、恐らく濃淡が相当あるのだろう

な。だから、そこのところに対して、どこの人たちをある程度メインに考えるというか、

どこまでを拾い上げるようにするかということによっては、言葉の使い方なりなんなりが

多分違ってくるのかなという印象で、最初から聞いていたのです。 

 そうすると、例えば、１．３のところに想定する利用者というところがあって、ここが

多分ポイントになるなと思ってみていたのですけれども、拝読すると、中小企業も含めて

ということになっているから、結構幅広なのです。そうすると、比較的わかっていないよ

うな、これから学ぼうとする人たちもきっと対象に入っているのかなという印象を受ける
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のです。だから、そのような目線でみていいのですかということを、事務局のほうに確認

という意味です。 

 それを前提にいろいろ伺ってきたのですけれども、例えば最初の目的の説明も、国際展

開、国際的に主張するというようなところに主眼を置かれているのだけれども、後段のほ

うは、国内制度の説明を結構丁寧にやられていて、国内制度と国際制度の比較という観点

から、国際制度の理解を進めようという構造になっているのかなと思ったのですが、一方

で、先ほどいったように、入門編の方からすると、日本の制度もよくわからないというこ

とがもしあるとするならば、メインに入れる必要はないのですけれども、日本の国の制度

も理解しながら、国際的に云々というような、そのようなことをちょっと入れておいてあ

げると、私、国内制度を知らないんだけれども、これ使えるのかななんていうことについ

ても、多少いいレファレンスになるのかな、きっかけになるのかなというのをちょっと感

じた次第です。 

 それから、９ページ目のところの、多分、これ、英語の直訳といいますか、英語訳なの

で、そうですよといってしまえばそれまでなのですが、ただ、やはり、例えば先ほどもち

ょっとご説明のあった②のＧＨＧ排出係数を提供する唯一の証書でなければならないとい

うのは、括弧のところの説明で何となくわかるのですが、この日本語はかたいなと思って

いるのです。もうちょっとやわらかくならないかなというのが、個人的な印象です。 

 ③も、これは多分、海外の人の発想なのでしょうけれども、「需要家あるいはその代理

者」と来た瞬間に、代理者って何だろうというところが出てきてしまって、だから、上の

ほうでは括弧づけで説明しているので、これも代理者としてみんながわかるような想定さ

れる人を書いていただくと、この代理者というところで読むのをとめる必要はなくなるの

ではないかなという気がいたしました。 

○山地座長  今のところで、私もついでいうと、むしろ①の「発電単位量あたりの」と

いうのは、発電が何となくこだわっていて、単位電力量あたりですよね。さっきから送電

端とか使用端とかいっていて、ここで発電が出てくると、ちょっと紛らわしいなと思いま

した。済みません、途中ですけれども、同じところだったので発言致しました。 

○工藤委員  いえ、ありがとうございます。 

 それから、14ページ目のところで、ＧＨＧプロトコルは、実は私もＩＳＯの国際交渉を

やっていたときに日本側の立ち位置でいろいろいって、結局、日本は国際的なマーケット

構造に移っていったので、ちょっと気にはなっていたところなのですが、非常にシンプル
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に書かれているので、そうなのかなと思いながら、これ、多分、スコープ２基準とスコー

プ３基準で、送電端、使用端も算定できるようになっていますよといった、そこの含意と

いうのは、実はＧＨＧプロトコルは送電線というのはあくまでもスコープ３の概念に入る

からということが恐らく裏側にあるのです。だけれども、それはスコープ３のものですよ

ねということをある程度意識しながら、使用端でもいいですよということをさらっと書い

ているので、これは知らない人が読んでも多分わからないというのが自分の印象です。私

は過去の経験上わかるのですけれども、その辺はちょっと丁寧に書かれるか、工夫された

ほうがいいのではないかなというのがちょっと気になりました。 

 それから、22ページです。この辺からは用語の確認というか、今、委員長がちょっとお

っしゃられたところにひっかかってくるのですけれども、このあたりから「等」という言

葉がいっぱい出てくるのです。例えば小売電気事業者等とか、ＥＳＰ等とか、証書等。こ

うなってきてしまうと、これは何があるのですかという混乱が若干出てくる。先ほど馬場

委員もちょっとおっしゃられたのですけれども、言葉の説明上、使い方が工夫できないの

だったら、法令上こうですよと先ほどちらっとおっしゃられた部分であるとか、例えばこ

ういうものがあるということをAppendixのほうにちょっと書くとか。ＥＳＰ等というと、

ではＥＳＰのほかに何があるのですかとか、何か気になってしまって、その辺の説明を事

例を用いて後ろのほうにちょっと書いておいてあげたほうが、この図をみたときに、例え

ば需要家の人がどうしようかと考えたときに、小売電気事業者等にアプローチすればいい

のだ、等って何だろうと迷わないように、その辺、ちょっと丁寧にどこかに説明が入って

もいいのではないかという気がいたしました。 

 済みません、ちょっと長くなってしまいますが、25ページのところで、グリーン電力証

書とか、Ｊ－クレのところもそうなのですけれども、ここで「創出」という言葉を使われ

ているのですが、非常にわかりづらいと思います。なぜかというと、再エネ由来の電気を

発電して供給している人を創出というのか、例えば、グリーン電力証書のシステムで考え

ると、証書発行事業者、証書の創出者というのは、実は証書の発行事業者だったりするの

です。だから、ここでいっている「創出」は、それを両方全部加味しているのでしょうか。

もしくは、これはダブルカウントの回避の話なので、あくまでも発電側の話だと思うので、

この辺は言葉を明確に、先ほど山地委員長もおっしゃったとおり、発電なら発電というこ

とを明確にしたほうがここはいいのではないかという気がいたしました。 

 とりあえず、気になったところは以上です。 
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○山地座長  ありがとうございました。では、吉高委員、お願いします。 

○吉高委員  ありがとうございます。皆さん全部いわれているところが多いので、なる

べくまだいっていらっしゃらないところを中心にと思いますけれども、私も基本的に、こ

れを中小企業の方がいきなりみたら、難しいレベルのところもあるのではないかと思いま

した。非常にシンプルにわかりやすく書いていただいていた部分もあれば、そうではない

ところとの濃淡が非常にあるのかなという気はしております。 

 例えば、まず用語の統一で、例えばグリッドであったり、系統であったり、とにかく言

葉をもうちょっと丁寧に選んで使っていただきたいなと思っております。確かに訳してい

らっしゃるので、非常にわかりにくい部分もあろうかと思っていまして、ご指摘いただい

たところなのですが、例えば、意外に、いろいろな方からオフセット・クレジットって何

と、まだ知らない方もいらっしゃるのです。なので、いきなりオフセット・クレジットと

再エネ証書というのがありますけれども、全体的に用語が難しいので、最後にAppendixの

用語集をつけていらっしゃるのですが、ここをもうちょっと充実されたほうが、例えば二

国間クレジットも出てきますけれども、説明もありませんし、オフセット・クレジットも

そうです。もう少し工夫があってもいいのかなと思っております。 

 そういう面では、証書とクレジットの整理は徐々に出てくるのですが、さっき藤野委員

もおっしゃったように、これは一体何のためにやるのかというところでは、そこが頭に入

っていないとわかりにくいと思うのです。最初に本文でしっかりご説明はされたほうが私

はいいのかなと思います。 

 あと、本文でAppendix Ｄのことを、ただ参照となっているのですけれども、何をどう

参照なのか、ご説明をもうちょっと丁寧にされてもいいのかなと思いました。 

 本当はもうちょっと細かいところがあるのですが、あと、Appendixのほうのご説明はこ

れからなさるのでしょうか。特にしないですか。 

○事務局  しないです。 

○吉高委員  そうしましたら、Appendixでちょっと気になったところがございまして、

用語の後に、各いろいろな、ＣＤＰとかご説明をされているのですけれども、例えば、い

きなりＣＤＰ気候変動質問書となって、中に森林やらサプライチェーンやらいろいろ書い

ていて、この記述はこのガイダンスで必要があるのかとか、あとは何社やっているかとい

うよりも、どちらかというと、参加企業の要求事項を説明されたほうが、いかにこれがど

れだけ大事かというところを示したいということもあるかと思います。例えばＣＤＰの場
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合、投資家からみて、上場企業なわけですよね。中小企業にとってなぜＣＤＰが必要かわ

からない。したがって、誰に向けてこれを説明しているのかというところでは、Appendix

も重要なのではないかと思います。なので、環境価値取引といってみたり、再エネ価値取

引といってみたり、統一性のない文言になっているような気もします。またAppendixで、

概要といってみたり、特徴といってみたり、最終バージョンでは、まだお時間があるので、

もうちょっと丁寧にみていただきたい。あと、表は以下になってみたり、Ｂ－３になった

りと、読み手としては非常に読みづらいと思っております。なので、もうちょっと文章の

整理が必要なのかなと思っております。 

○山地座長  では、藤野委員。 

○藤野委員  23ページ目なのですけれども、こちらに幾つかのパターンで調達の話が書

いてあるのですが、Ｆの小売電気事業者等からを読むと、認められている証書が非化石証

書しか書いていなくて、今まで再エネ由来Ｊ－クレジットとか、グリーン電力証書が書い

てありまして、これはそんなに質的には変わらないのではないかと思ったりするのですけ

れども、なぜ再エネＪ－クレとかグリーン電力証書がこの中に含まれていないのか、もし

何らか理由があればその理由と、整理がつけば、ぜひ入れていただいたらいいと思うので

すけれども、そのあたりをお答えいただけませんか。 

○山地座長  工藤委員、もう一度ご発言ございますか。どうぞ。 

○工藤委員  済みません、先ほど言い忘れました。事務局からタイトルについてのコメ

ントが欲しいということだったので、藤野委員もご指摘になったサブタイトルで、「スコ

ープ２」という言葉をさらっと使っているのは、比較的玄人向けだと思います。ですから、

これは、２章のタイトルにＧＨＧプロトコル「スコープ２ガイダンス」と書いてあるので、

ちょっと長くなってしまうのですけれども、そこは丁寧に、それがガイダンスそのものの

名前なので、正確に書いたほうがいいのではないかなと思います。 

 以上です。 

○山地座長  少なくともワンラウンド意見をいただいたのですけれども、事務局のほう

で対応できるところは少しお願いします。 

○事務局  たくさんのご指摘、ご意見ありがとうございました。 

 まず、藤野委員のサブタイトルのところです。確かに内容はかなり再エネ中心に書いて

いるところでございますので、何らか再エネという記載を入れたようなサブタイトルを考

えてみたいと思います。また改めてご提示させていただきたいと思います。 
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 馬場委員からは、幾つかつながりがわかりにくいというところでのご指摘をたくさんい

ただいたかなと思います。ありがとうございます。確かに、ある程度わかっているつもり

で、断片的に書いているところがありまして、全体を通して読んでみたら、確かに初めて

の人にはわかりにくいかなと思うところがありますので、ここはつながりとか、なぜスコ

ープ２が出てきたのかとか、そういうところを踏まえつつ修文は考えていきたいと思って

おります。 

 工藤委員から、まず、１．３の読み手のところ、ここで対象はどうなのというご指摘が

あったかと思います。こちらは実は２回目のヒアリングのところで、中小企業の方もとい

うことだったので、一旦入れさせていただきましたが、本当にこういう分野を全くご存じ

ない人にとっては、かなりハードルが高いとは思っております。しかし、さすがにちょっ

とその人レベルに合わせるとかなり分量が増えてしまうので、中小企業の方も想定しては

おるのですけれども、こういう方はサプライチェーンの取引先の方と協業して読みながら

進められるぐらいなレベルになればいいかと考えているところでございます。 

 あと、工藤委員からはほかにも幾つかご指摘をいただきましたが、Ｐ９のスコープ２品

質基準のところです。ここは英語をそのまま日本語にしているところがあって、確かにこ

の文章だけ読んだらわかりにくいなというところはあると認識しております。ですが、原

文が英語ですので、余り違うことを書いても何かなというところはありますので、ここは

わかりやすさと事実を曲げないという程度で、もう少し修文は考えてみたいと思います。

②みたいな括弧で解説をつけるとか、そういったところの工夫はもう少し考えてみたいと

思っております。 

 あと、工藤委員からあわせて、使用端のところでの記載についてご指摘があったと思い

ます。Ｐ14ですね。こちらは確かに説明をかなりはしょってしまいましたし、ぽんとこれ

が出てきてもわかりにくいなと思っておりますので、説明の仕方は工夫をさせていただけ

ればと思います。 

 次に、22ページのところ、何々等ですね。小売電気事業者等とか書いているところの

「等」とは何というところで、これは確かに私のご説明が悪かった部分があると思ってお

ります。20ページのところで図の下に注釈をつけておりまして、そこに※で何々を含むと

書いているところがありますので、こういったところの関係がもう少しわかるように、記

載を工夫したいと思っております。 

 あと、Ｐ25の「創出」がわかりにくい。これは確かに表現はもう少し工夫が必要かなと
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思っておりますので、ここもまたご助言いただきながら、修文は考えていきたいと思って

おります。 

 あと、吉高委員のご指摘で、用語の統一ですね。確かに全体を通してみれば、ばらつい

ている部分がまだあるかなと認識しておりますので、ここは年度末のとりまとめに向けて

もう少しブラッシュアップをかけていきたいと思っているところであります。 

 Appendixのところにおきましては、ＣＤＰとかここでもう少しリクワイアメントとかそ

ういうところを書くべきだというご指摘がありました。確かに読み手にとってどういう情

報が必要かというところを、制度オーナーなどの方とも相談しながら、もう少し書き方を

考えていきたいと思っております。 

 あと、藤野委員からはご質問がありました。Ｐ23のＦのところですね。排出係数の調整

には非化石証書以外にはＪ－クレであったりグリーン電力証書も使っているのにというご

指摘かと思います。こちらに関しましては、先ほどちょっと申し上げましたが、現在、小

売電気事業者に向けたガイドラインといたしまして、電力の小売営業に関する指針という

ものが出ていまして、そちらで小売電気事業者が実質再エネとして売っていいのが、今は

非化石証書だけになっております。今回は現行制度のもとでどうかという整理をいたして

おりますので、非化石証書のみをパターンとして挙げさせていただいておりますが、今後

制度変更とかがございましたら、そういったものは適宜反映していきたいと考えていると

ころでございます。 

 まずは以上です。 

○山地座長  ありがとうございます。非常に貴重なご意見をいただいて、多分、表現に

ついてはほかにもいろいろあろうと思うのです。最終的には、年度内にとりまとめるとい

うことだと思うのですけれども、いただいた意見は、今日いただいたのも含めて、事務局

のほうから個別に確認させていただいて、その後で私が全体を通して確認する、そういう

プロセスを踏みたいと思います。 

 私も表現としては、例えば気になっていたのは、21ページ目の図の一番下、「自営線も

しくは系統（託送）」と書いているのですけれども、系統が託送になるって、これ、自己

託送のことですよね。それからもう１つ、その次のところへ行くと、今度は「系統（メニ

ュー別）」となっていて、これは何なのかなと思ったり、幾つか表現ぶりに関してはあり

ます。 

 そういうことで、私も注意してみたいと思いますが、皆さんももう一遍ちょっと注意し
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てみて、事務局が個別にアプローチしてくると思いますから、そのときにご確認いただけ

ませんでしょうか。こういう場で全部つぶしていくと時間が相当かかりますので、よろし

ゅうございますか。 

 その上で、しかし、ぜひこの件に関して一言いっておきたいということがありましたら、

お受けしますが。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、次は資料４、今後の対応というところです。 

○事務局  資料４、スライド１枚になりますが、今後の進め方ということで書かせてい

ただいております。 

 一番上のポツですが、今年度末にガイダンスをとりまとめて、ホームページで公表する

ことを考えております。 

 そして、次年度以降でございますが、ガイダンスの普及啓発活動及び、制度変更とかが

あった場合には適宜ガイダンスの改訂等を実施予定と思っておりまして、具体的な中身と

して、問合せ対応窓口を設置するとか、ガイダンスの説明会を開催する、そして、その説

明会で得られた需要家の声であったり制度の変更等を踏まえつつ、③ガイダンスの改訂と

いうことも適宜進めていきたいと考えております。 

○山地座長  よろしいでしょうか。藤野さん、どうぞ。 

○藤野委員  今後にも少し絡みますし、工藤委員の意見にも絡むのですが、誰向けとい

うところで、どういう人が対象になるかというのをもう少し整理していただきたいという

のが１つと、その中で、例えば、中小企業だったりとか、サプライチェーンにいる人が対

象になるのならば、サプライチェーンの大もとになる人、調達をお願いする立場にある人

が使いやすい資料とか、それを今後の説明のときに経済産業省のほうで主導的につくりな

がらも、説明会のときに行って説明するパターンもあれば、彼らが使って使いやすい資料

を今後つくっていただくことが、このガイダンスを生かすという意味で有効なのではない

かなと思ったので、忘れないうちに、最後に一言だけ。失礼しました。 

○山地座長  工藤委員もご発言ございますか。はい。 

○工藤委員  最後の資料の問合せ対応窓口の設置を継続的にというのは非常にいいこと、

重要なことだと個人的にこれまでも申し上げてきたのですが、特にホームページ上でデザ

インをするときに、関連する施策とのリンクであるとか、もしくはそれがちょっとまとま

って入っているような形になっていると、ユーザーフレンドリーかなと。これだけぽんと

あって、どこか参照してくださいではなく、これはどちらかというと経産省さんのホーム
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ページデザインの世界に入ってしまうのですけれども、うまく関連するところとリンクす

るような、そういったデザインになっていればいいのではないかなとちょっと感じました。 

 以上です。 

○山地座長  他にはよろしゅうございますでしょうか。 

 どうもありがとうございました。冒頭も申し上げましたけれども、この研究会は３回と

いうことで、ガイダンスをつくるというのが究極的な目的で、表現ぶりはまだ改良の余地

はあるのですけれども、最初のバージョンがほぼできつつある。内容的には大体項目が網

羅されていると思います。 

 ということで、以上をもって全ての議事を終了ということでございます。シナリオによ

ると、最後に私が一言と書いてあるのですけれども。 

 まず、温暖化対策、政府が目標を掲げてやるというのは重要なのですけれども、政府は

状況によっていろいろ動いたりする。企業は国境を越えて活動している。そういう意味で

は、企業が自主的に取り組むというのはものすごく大事なことで、現実にも金融などは環

境配慮ということをきちんとクライテリアに入れるようになってきたので、そのときに我

が国も、我が国だけではなくて、国際的なイニシアティブに対応できるように、ＩＳＯみ

たいなところがあるので、そこを見据えて、今回みたいに指標とかガイダンスをつくると

いうのは非常に重要なこと。ただし、状況はまだ動いているので、一旦これをつくりまし

たけれども、今後フォローしていくというのもまた非常に大事なことだと思います。 

 皆さんには貴重な時間を使っていただいて、本当にありがとうございました。では、事

務局にお返しします。 

○事務局  本日は長時間にわたりまして熱心にご議論いただき、貴重なご意見等をいた

だきまして、まことにありがとうございました。 

 本日の議事概要につきましては、委員の皆様にご確認いただきました後、ホームページ

に掲載させていただきます。 

 また、本日いただきましたご指摘、ご意見におきましては、可能な限り反映できるよう

に、事務局のほうで作成した後に、委員の皆様と個別に調整し、最後に、先ほど山地座長

からお話しありましたけれども、座長にご確認いただいて、とりまとめる形とさせていた

だければと考えております。 

 では、本日はご多忙のところお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。 
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